
令和８年６月１日

盗難特定金属製物品の処分の
防止等に関する法律（※金属盗対策法）が

全部施行されます。

現在、「金属くず営業許可証」「金属くず営業行商の証」を
お持ちの方も届出の対象です。

特定金属くずを買い受ける場合、届出が必要です。
※特定金属とは・・・政令で定められた金属で、現在は「銅」が対象です。




